
第１回全員協議会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和８年５月１日（金曜）    午後１時３０分 開会 

 休 憩  

午後１時４８分 閉会 

会議場所  役場３階委員会室 

出 席 議 員 

氏   名 

議 長 梶澤 幸治 議 員 早苗  豊 議 員 中田智惠子 

議 員 鈴木 健充 議 員 立川 美穂 議 員 小笠原 等 

議 員 西尾 一則 議 員 渡辺洋一郎 議 員 木村 淳彦 

議 員 常通 直人 議 員 堀切  忠 議 員 伊藤  稔 

議 員 中村 和宏 議 員 橋本 和仁 議 員 菊池 秀明 

欠席議員  

氏   名 

議 員 正村紀美子   

   

説明等に  

出席した  

者 の 氏 名 

   

   

   

事務局職員 事務局長 安田 敦史 総務係長 竹川 恭史 総務係主査 大石真澄 

『会議に付した事件と会議結果など』 

１ 開 会 

議長が開会を告げ、正村紀美子議員の欠席を報告し、事務局が日程を説明し協議す

る。 

２ 議 件 

（１）協議事項 

ア 令和８年度議会活性化計画主要事業案について      資料１ 

イ 令和８年度議会モニターの委嘱について         資料２ 

ウ 令和８年度議会モニター会議の日程案について      資料３ 

エ 令和８年度第１回議会モニター会議開催要領案について  資料４ 

３ その他 

                                        

２ 議 件 

（１）協議事項 

ア 令和８年度議会活性化計画主要事業案について  資料１ 

・渡辺議員：新年度（令和８年度）の活性化計画主要事業について、去る４月22日に

開催した議会運営委員会で案を整理したので協議する（資料説明／①P2「改善・

新規活性化４事項」の「項目」「区分」「内容」「達成時期」→②P3以降「施策ごと

のポイント」※「１：政策サイクルの再起動」の具体的取組事項に掲げた５項目の

ひとつである「②予算、決算審査と連動したサイクルの確立」については「９月及

び３月定例会議の日程」の見直しの検討として、特に９月定例会議の日程のあり

方を町関係課とも協議・調整を重ねて６月をめどに整理することを説明。）最後に



１ページの「主要３項目」を説明する。以上、新年度（令和８年度）の活性化計画

主要事業案について、御協議いただきたい。 

・議 長：質疑を行う。「１」～「４」の活性化策ごとに質疑を行い、最後に主要３

項目全体として質疑を行う。最初に「１：政策サイクルの再起動」について、意見・

質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・議 長：説明のとおり、共通認識とすることに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・議 長：決定する。次に「２：広報広聴の機能拡充」について、意見・質疑はない

か？ 

・（意見・質疑なし） 

・議 長：説明のとおり、共通認識とすることに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・議 長：決定する。次に「３：持続可能な議会にするための環境創出」について、

意見・質疑はないか？ 

・中田議員：検討中のハラスメント防止条例案について、意見として発言したい。現

時点での定義は「議員と議員」または「議員と町職員」との関係に限定している

が、今後に向けては対象の拡大等にも視野を広げていくべきと考えることから、

丁寧な進め方に配慮願いたい。 

・渡辺議員：御提言を踏まえて、丁寧なプロセスを経て決定していきたい。 

・議 長：他にないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・議 長：説明のとおり、共通認識とすることに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・議 長：決定する。次に「４：議会DXの推進」について、意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・議 長：説明のとおり、共通認識とすることに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・議 長：決定する。最後に最初のページにお戻りいただき「主要３項目」につい

て、意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・議 長：説明のとおり、共通認識とすることに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・議 長：決定する。今年度の活性化計画主要事業として議会全体の共通認識として

決定し、取り進めることとする。以上で、協議事項「ア」を終了する。 

 

イ 令和８年度議会モニターの委嘱について         資料２ 

ウ 令和８年度議会モニター会議の日程案について      資料３ 

エ 令和８年度第１回議会モニター会議開催要領案について  資料４ 

・議 長：協議事項「イ」から「エ」を一括説明する。 



・渡辺議員：資料説明（「イ」～「エ」／特筆説明①「イ」：モニター委嘱予定人数は

21 名であり、規程では 20 人以内となっているが、ただし書きとして「議長が必

要と認めたときは増員することができる」としていることから応募者の意向を尊

重して令和 8年度は増員することの説明／特筆説明②「ウ」：会議開催曜日につい

て、同じ曜日の設定ではなく、日程を変えることによりモニター参加の可能性を

拡大させる工夫を加えることの説明） 

・議 長：意見・質疑はないか？ 

・常通議員：高校生モニターは何人か？ 

・渡辺議員：２名である。 

・議 長：他にないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・議 長：説明のとおり、共通認識とすることに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・議 長：決定する。今年度のモニター会議の開催について、議員各位の御協力と共

に各回の日程確保に御配慮いただきたくお願いする。以上で協議事項「イ」から

「エ」を終了する。 

 

３ その他 

・議 長：「その他」で各議員からないか？ 

・（なし） 

・議 長：事務局からないか？ 

・（なし） 

・議 長：以上で会議を終了する。 

                             

 

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者  ０名 合 計 ０名 

記載のとおり報告する。 

 令和８年５月１日 

芽室町議会議長 梶 澤 幸 治 

 

 


